
 

＜医療機関を受診するとき＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 乳幼児や喘息、心疾患、心臓病、腎臓病、 

糖尿病などの持病のある方。 

 

 

 

 

 

 

 

＜受診時の注意事項＞ 

○ 必ず受診前に事前に医療機関に電話連絡し、マスク着用のうえ、受診時間帯などに

ついて指示を受けてください。 

○ 医療機関への往復は、感染を広げないために自家用車の利用が望まれます。車内で

は窓を少し開けるなど、換気をするようにしてください。 

 

どこの医療機関に行った

らいいかわからない。 

健康福祉事務所の相談窓口に

電話する。 

（℡４２２－０００６） 

発熱患者の診療をしてい

る医療機関を知っている。 

受診する前にその医療機関に

電話をして、受診確認をする。 

（注：直接行かないように） 

慢性疾患等があってかか

りつけ医師がある。 
かかりつけ医師に電話して、

受診確認をする。 

（注：直接行かないように） 

妊娠している。 かかりつけの産科医師に電話し

て、受診する医療機関を紹介し

てもらう。 

（注：産科に直接行かないように） 


